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会計監査人の状況 
 

（1）名   称 

 

有限責任 あずさ監査法人 

  

（2）報酬等の額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36,000千円

当社が会計監査人に⽀払うべき⾦銭その他の財産上の利益の合計額 36,000千円
 

（注）１．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂⾏状況及び報酬⾒積

りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を⾏った上で、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。 

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と⾦融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

（3）会計監査人の解任⼜は不再任の決定の⽅針 

 監査役会は、会計監査人の職務の執⾏に⽀障がある場合等、その必要があると判断した場合は、

会計監査人の解任⼜は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案

を株主総会に提出いたします。 

 また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ

るときは、監査役会による協議を経て、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由

を報告いたします。  

 

（4）責任限定契約の内容の概要 

 当社と会計監査人は、会社法第427条第１項及び当社定款規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。会計監査人が、当社に対し損害賠償責任を

負う場合において、会計監査人がその職務を⾏うにつき善意でかつ重⼤な過失がないときは、⾦

200万円⼜は法令が定める額のいずれか⾼い額を当該損害賠償責任の限度とするものとしており

ます。 
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要 

 

1. 業務の適正を確保するための体制 
 取締役の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適

正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 

 

（1）取締役及び使⽤人の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①取締役会は、企業⾏動憲章を制定し、当社及び⼦会社にこれを周知徹底する。 

②取締役会は、コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、内部統制委員会を設置し、

コンプライアンスに関連する⽅針の⽴案及び上申を⾏わせ、もって役員及び使⽤人のコンプ

ライアンス意識の維持・向上を図る。 

③取締役会は、コンプライアンスに係る統括責任者として担当取締役を選任し、⼦会社を含め

た全社的な管理を⾏う。 

④監査役は、監査役監査基準等に基づき、取締役会に出席するほか、業務執⾏状況の調査等を

通じて、取締役の職務の執⾏を監査する。 

 

（2）取締役の職務の執⾏に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 株主総会議事録及び取締役会議事録等の法定⽂書のほか、重要な職務執⾏に係る⽂書及び情

報につき、⽂書管理規程及び情報管理規程等必要な規程を制定し、これらの規程等に従い情報

を適切に保存及び管理するものとし、必要な関係者が閲覧できる体制とする。 

  

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 事件、事故及び自然災害その他経営に重⼤な影響を及ぼすリスクに備えるため、内部統制委

員会を設置し、想定されるリスクの洗出しと予防策の策定、並びにリスクが発生した際の危機

管理体制を整備する。 

 

（4）取締役の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制 

①取締役会は、中期経営計画及び年次経営計画を策定し、各部⾨は当該計画の達成のために適

切な運営活動を実施する。 

②取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、これらの規程に基づき

使⽤人に権限を委譲し、決裁権限を明確にすることにより、職務の執⾏を円滑なものとする。 

③業務執⾏の管理・監督を⾏うため、定例取締役会を月１回開催するほか、必要に応じ臨時取

締役会を開催する。 

④定例取締役会において月次業績の分析・評価を⾏い、必要な措置を講ずる。 
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（5）当該株式会社並びにその親会社及び⼦会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制 

①グループ会社管理規程その他関連規程に基づき、⼦会社から⼦会社の職務執⾏及び事業状況

を報告させる。 

②当社及び⼦会社のコンプライアンス体制の構築を図り、当社及び⼦会社において、役職員に

対するコンプライアンス教育、研修を継続的に実施する。 

③当社及び⼦会社の業務執⾏は、各社における社内規程に従って実施し、社内規程については

随時⾒直しを⾏う。 

④⼦会社の規模に応じて当社⼜は⼦会社にリスク管理体制を整備し、連携して情報共有を⾏う

ものとする。 

⑤当社内部監査室は、当社及び⼦会社の業務全般に関する監査を実施し、検証及び助⾔等を⾏

う。 

 

（6）監査役がその職務を補助すべき使⽤人を置くことを求めた場合における当該使⽤人に関する事

項 

 監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する使⽤人を配置するとともに、配置に当たって

の具体的な内容（組織、人数、その他）については、監査役と相談し、その意⾒を⼗分考慮し

て検討する。 

 

（7）監査役の職務を補助すべき使⽤人の取締役からの独⽴性及び当該使⽤人に対する指⽰の実効性

の確保に関する事項 

 監査役の職務を補助すべき使⽤人の独⽴性を確保するため、監査役から監査業務に必要な命

令を受けた使⽤人は、その命令に関して、取締役、部⻑等の指揮命令を受けない。 

 

（8） 取締役及び使⽤人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制及び

当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制 

①取締役及び使⽤人は、監査役の求めに応じて当社及び⼦会社の業務執⾏状況及び内部監査の

実施状況を報告する。 

②取締役は、当社及び⼦会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発⾒した場

合は、直ちに監査役に報告する。 

③監査役へ報告を⾏った取締役及び使⽤人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを⾏うことを禁⽌し、その旨を社内規程に明記する。 

 

（9）監査役の職務の執⾏について生ずる費⽤の前払⼜は償還の⼿続その他の当該職務の執⾏につい

て生ずる費⽤⼜は債務の処理に係る⽅針に関する事項 

 監査役がその職務の執⾏について、当社に対し、費⽤の前払⼜は償還等の請求をしたときは、
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当該請求に係る費⽤⼜は債務が当該監査役の職務の執⾏に必要でないと認められた場合を除き、

速やかに当該費⽤⼜は債務を処理する。 

  

（10）その他監査役の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制 

①監査役は、監査役監査基準等に基づき、取締役会及びその他重要な会議に出席するとともに、

議事録、稟議書等業務に関する重要な⽂書を閲覧、必要に応じて取締役⼜は使⽤人にその説

明を求めることができる。 

②代表取締役は、監査役との間で適宜会合を持つ。 

③監査役は、会計監査人と適宜会合を持ち、会計監査内容についての説明を受け、情報交換な

ど連携を図る。 

④監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、定期的に情報交換を⾏う。 

 

(11) 財務報告の信頼性を確保する体制 

 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する基本⽅針書を制定し、

適切な財務情報を作成するために必要な体制・制度の整備・運⽤を組織的に推進するとともに、

統制活動の有効性について継続的に評価し、必要に応じて統制活動の⾒直しを図る。 

 

(12) 反社会的勢⼒排除に向けた基本的な考え⽅及びその整備状況 

①市⺠生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢⼒と

関係を持つことは、会社の事業継続に重⼤な影響を及ぼすものであるという考えの下、反社

会的勢⼒に対しては毅然とした態度で臨み、⼀切関わりを持たないことを企業⾏動憲章にお

いて宣⾔する。 

②反社会的勢⼒の経営活動への関与や当該勢⼒が及ぼす被害を未然に防⽌するため、反社会的

勢⼒排除規程を制定し、反社会的勢⼒排除のための社内体制の整備を推進する。具体的には、

不当要求防⽌責任者の設置及び講習の受講、反社会的勢⼒の排除を⽬的とする外部専⾨機関

との連携、反社会的勢⼒に係る情報の収集及び報告体制の構築、事前審査の強化及び役職員

向けの研修の実施等の取り組みを推進する。 

 

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 当社は、取締役会で定めた「内部統制システムの整備に関する基本⽅針」を取締役会において定

期的に⾒直すことにより、継続的な業務の適正の確保に努めております。 

 コンプライアンス委員会及び内部統制委員会の定期的な開催を通じて、内部統制システムの運⽤

状況のモニタリング及び⾒出された問題に対する是正措置等を実施し、その結果を取締役会へ報告

することにより、内部統制システムを適切に運⽤しております。 

 また、常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、代表取締役、会計監査人

及び内部監査室と定期的に会合を持つことにより、業務執⾏の状況を日常的に監視しております。 
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連結株主資本等変動計算書 
          

          

( 2020 

2021 

年

年

３ 

２ 

月

月

１ 

28 

日

日

から 

まで ) 
（単位︓千円） 

 

 

株    主    資    本 

資本⾦ 資本剰余⾦ 利益剰余⾦ 自己株式 
株主資本 

合  計 

当 期 首 残 ⾼ 521,183 456,183 3,872,603 △241,113 4,608,857 

当 期 変 動 額      

剰 余 ⾦ の 配 当   △113,157  △113,157 

親会社株主に帰属する 

当 期 純 損 失 
  △134,966  △134,966 

自 己 株 式 の 取 得    △76,619 △76,619 

株主資本以外の項⽬の 

当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
     

当 期 変 動 額 合 計 ― ― △248,123 △76,619 △324,743 

当 期 末 残 ⾼ 521,183 456,183 3,624,479 △317,732 4,284,113 

 

 

 

その他の包括利益累計額 
新 株 

予 約 権 

非支配 

株主持分 

純 資 産 

合  計 
為替換算 
調整勘定 

そ の 他 の 
包 括 利 益 
累計額合計 

当 期 首 残 ⾼ △1,892 △1,892 6,619 30,925 4,644,509 

当 期 変 動 額      

剰 余 ⾦ の 配 当     △113,157 

親会社株主 に帰属する 

当 期 純 損 失 
    △134,966 

自 己 株 式 の 取 得     △76,619 

株主資本 以外の 項⽬の 

当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
1,923 1,923 △6,619 △3,730 △8,425 

当 期 変 動 額 合 計 1,923 1,923 △6,619 △3,730 △333,168 

当 期 末 残 ⾼ 31 31 ― 27,194 4,311,340 
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連結注記表 

 

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

（1）連結の範囲に関する事項 

連結⼦会社の数 ５社 

 連結⼦会社の名称 

  株式会社カインドオル 

  Treasure Factory (Thailand) Co.,Ltd. 

 株式会社ゴルフキッズ 

 株式会社デジタルクエスト 

 株式会社ピックアップジャパン 

（連結範囲の変更） 

当社は株式会社ピックアップジャパンの株式を取得し、新たに連結の範囲に含めており

ます。 

（2）連結⼦会社の事業年度等に関する事項 

連結⼦会社と連結決算日は⼀致しておりますが、Treasure Factory (Thailand) Co.,Ltd.は決

算日が11月30日であります。連結計算書類の作成にあたってはTreasure Factory (Thailand) 

Co.,Ltd.の11月30日現在の計算書類を使⽤しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を⾏っております。 

（3）会計⽅針に関する事項 

 ①有価証券の評価基準及び評価⽅法 

   その他有価証券 

市場価格のないもの  移動平均法による原価法 

 ②たな卸資産の評価基準及び評価⽅法 

商品（個別バーコード管理商品）……個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの⽅法） 

（上記以外の商品）………………移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの⽅

法） 

貯  蔵  品…………………………最終仕⼊原価法（収益性の低下による簿価切下げの⽅法） 

 ③固定資産の減価償却の⽅法 

有 形 固 定 資 産…………………………定率法 

 ただし、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除

く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については定額法。また、レンタル資産については定額法。な

お主な耐⽤年数は次のとおりであります。 

建物        ３ 〜27 年

構築物 10 〜20 年
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工具、器具及び備品 ３ 〜８ 年

レンタル資産   ２ 年
 

 

無 形 固 定 資 産…………………………定額法 

 のれんについては、その⽀出の効果の及ぶ期間（10年）に基づく

定額法を採⽤し、ソフトウエア（自社利⽤分）については、社内

における利⽤可能期間（５年以内）に基づく定額法によっており

ます。 

 ④繰延資産の処理⽅法 

株 式 交 付 費…………………………⽀出時に全額費⽤処理しております。 

 ⑤引当⾦の計上基準 

貸 倒 引 当 ⾦…………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、⼀般債権は貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討し、

回収不能⾒込額を計上しております。 

賞 与 引 当 ⾦…………………………従業員に対する賞与⽀給に備えるため、⽀給⾒込額のうち当連結

会計年度の負担額を計上しております。 

株主優待引当⾦…………………………株主優待制度に基づく費⽤の発生に備えるため、翌連結会計年度

において発生すると⾒込まれる額を計上しております。 

ポイント引当⾦…………………………ポイントカードの使⽤による費⽤発生に備えるため、使⽤実績率

に基づき将来において発生すると⾒込まれる額を計上しておりま

す。 

返品調整引当⾦…………………………将来発生する⾒込みの返品による費⽤発生に備えるため、返品実

績率に基づき翌連結会計年度において発生すると⾒込まれる額を

計上しております。 

 ⑥重要な外貨建の資産⼜は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建⾦銭債権債務は、連結決算日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在外⼦会社の資産及び負債は、在外⼦会社の決算日の直物等為替

相場により円貨に換算し、収益及び費⽤は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は為替

換算調整勘定及び非⽀配株主持分に含めて計上しております。 

 ⑦消費税等の会計処理 

   税抜⽅式を採⽤しております。 
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2. 会計⽅針の変更 

該当事項はありません。 

 

3. 表示⽅法の変更 

該当事項はありません。 

 

4. 連結貸借対照表に関する注記 

（1）担保に供している資産 

建     物 68,841千円

土     地 446,949千円

   計 515,791千円

当該資産に係る根抵当権の極度額は、1,910,000千円であります。 

（2）担保に係る債務 

短期借⼊⾦ 134,967千円

１年以内返済予定の⻑期借⼊⾦ 60,576千円

⻑期借⼊⾦ 358,069千円

   計 553,612千円

（3）有形固定資産の減価償却累計額         2,462,859千円 

  

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記 

（1）発⾏済株式の種類及び総数 ………普通株式 11,598,800株

（2）自己株式の種類及び総数 …………普通株式 386,131株

（3）剰余⾦の配当に関する事項 

  ① 配当⾦⽀払額等 

・株 式 の 種 類  普通株式 

・配 当 ⾦ の 総 額  90,526千円 

・１株当たり配当⾦額  8.0円 

・基  準  日  2020 年２ 月29 日
 

・効 ⼒ 発 生 日  2020 年５ 月27 日
 

  

  ② 配当⾦⽀払額等 

・株 式 の 種 類  普通株式 

・配 当 ⾦ の 総 額  22,631千円 

・１株当たり配当⾦額  2.0円 

・基  準  日  2020 年８ 月31 日
 

・効 ⼒ 発 生 日  2020 年11 月１ 日
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  ③ 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効⼒発生日が翌期になるもの 

・株 式 の 種 類  普通株式 

・配 当 ⾦ の 総 額  89,701千円 

・配 当 の 原 資  利益剰余⾦ 

・１株当たり配当⾦額  8.0円 

・基  準  日  2021 年２ 月28 日
 

・効 ⼒ 発 生 日  2021 年５ 月31 日
 

  

6. ⾦融商品に関する注記 

（1）⾦融商品に対する取組⽅針 

 当社グループは、資⾦運⽤については短期的な預⾦等に限定し、また、資⾦調達については銀

⾏借⼊による⽅針です。 

（2）⾦融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である売掛⾦は、そのほとんどが顧客のクレジットカード決済による売上代⾦の未収

⾦であります。 

 敷⾦及び保証⾦は、主に店舗等の賃貸借契約に伴うものであり、契約先の信⽤リスクに晒され

ております。 

 営業債務である買掛⾦は、そのほとんどが１ヶ月以内の⽀払期日であります。 

（3）⾦融商品に係るリスク管理体制 

① 信⽤リスク(取引先の契約不履⾏等に係るリスク)の管理 

 当社グループは、クレジット会社以外の顧客への売上債権が発生した場合には、顧客ごとに

期日管理及び残⾼管理を⾏うとともに、主な顧客の信⽤状況を把握する体制をとっております。 

 敷⾦及び保証⾦については、契約締結前に契約先の信⽤状況及び対象物件の権利関係などの

確認を⾏うとともに、契約先ごとの期日管理及び残⾼管理を⾏っております。 

② 資⾦調達に係る流動性リスク(⽀払期日に⽀払を実⾏できなくなるリスク)の管理 

 当社グループは、適時に資⾦繰り計画を作成・更新するとともに、⼿許流動性の維持などに

より流動性リスクを管理しております。 
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（4）⾦融商品の時価等に関する事項についての補⾜説明 

 ⾦融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な

る前提条件等を採⽤することにより、当該価格が変動することがあります。 

2021年2月28日現在における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

時     価 

（千円） 

差     額 

（千円） 

（1）現⾦及び預⾦ 1,994,170 1,994,170 ― 

（2）売掛⾦ 548,801 548,801 ― 

（3）敷⾦及び保証⾦ 1,541,401 1,529,742 △11,659 

資産計 4,084,373 4,072,713 △11,659 

（1）買掛⾦ 61,452 61,452 ― 

（2）短期借⼊⾦ 1,672,987 1,672,987 ― 

（3）未払法人税等 68,756 68,756 ― 

（4）⻑期借⼊⾦※ 2,114,885 2,133,425 18,540 

負債計 3,918,081 3,936,621 18,540 

 ※ ⻑期借⼊⾦には１年内返済予定の⻑期借⼊⾦を含んでおります。 

（注１） ⾦融商品の時価の算定⽅法並びに有価証券に関する事項 

 資 産 

（1）現⾦及び預⾦、（2）売掛⾦ 

 これらは、短期間で決済されるため、時価と帳簿価額は近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

（3）敷⾦及び保証⾦ 

 敷⾦及び保証⾦については、将来キャッシュ・フローを連結会計年度末から返還までの⾒積期

間に基づき、国債の利回り等に信⽤リスクを加味した利率で割引いた現在価値によっております。 

  

 負 債 

（1）買掛⾦、（2）短期借⼊⾦、（3）未払法人税等 

 これらは、短期間で決済されるため、時価と帳簿価額は近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

（4）⻑期借⼊⾦ 

 これらの時価は、元利⾦の合計額を、同様の新規借⼊を⾏った場合の想定される利率で割引い

た現在価値により算定しております。 

  

（注２） 非上場株式（連結貸借対照表計上額7,606千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを⾒積ることなどができず、時価を把握することが困難なため、上表には含めておりませ
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ん。 

 

7. １株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 382.08円

１株当たり当期純損失 11.94円

  

8. 重要な後発事象に関する注記 

新株予約権（有償ストック・オプション）の付与 

 当社は、2021年４月14日開催の取締役会において、新株予約権（有償ストック・オプション）

の発⾏について、決議しております。 

 

（1）新株予約権の発⾏⽬的 

 中⻑期的な当社グループの企業価値の増⼤を⽬指すに当たって、より⼀層意欲及び⼠気を向上

させ、業績拡⼤へのコミットメントをさらに⾼めることを⽬的として、当社の取締役及び従業員

に対して、有償にて新株予約権を発⾏するものであります。 

（2）新株予約権の発⾏要領  

 ①新株予約権の数     ︓7,700個 

 ②発⾏価額        ︓新株予約権１個につき379円 

 ③申込期日        ︓2021年４月26日 

 ④新株予約権の割当日   ︓2021年４月30日 

 ⑤払込期日        ︓2021年４月30日 

（3）新株予約権の内容  

 ①新株予約権の⽬的である 

  株式の種類及び数    ︓普通株式770,000株（新株予約権１個につき100株） 

 ②⾏使価額        ︓１株あたり1,058円 

 ③発⾏総額        ︓817,578,300円 

（4）⾏使期間         ︓2022年６月１日から2024年５月31日 

（5）⾏使条件  

 ①新株予約権者は、2022年２月期における、参照指数（監査済みの当社連結損益計算書の経

常利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及びM&A

実⾏時の外部アドバイザリーに対する報酬・⼿数料等を加算した額をいい、以下同様とす

る）が下記（a）及び（b）に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当て

られた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合（以下、「⾏使可能割合」という。）の

個数を2022年２月期有価証券報告書提出日の翌月の１日以降より⾏使することができる。

上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費⽤が計上されることと

なった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費⽤控除前の修正参照指数をもって判

定するものとする。また、国際財務報告基準の適⽤等により参照すべき指標の概念に重要な
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変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。⾏使可能な

新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 

 （a）2022 年２月期の参照指数が1,070百万円以上の場合、 ⾏使可能割合50％ 

 （b）2022 年２月期の参照指数が1,189百万円以上の場合、 ⾏使可能割合50％ 

 ②新株予約権者は、本新株予約権の権利⾏使時においても、当社または当社関係会社（財務諸

表等の⽤語、様式及び作成⽅法に関する規則において規定される関係会社をいう。）の取締

役、監査役または使⽤人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、そ

の他正当な理由のある場合は、この限りではない。 

 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の⾏使は認めない。 

 ④本新株予約権の⾏使によって、当社の発⾏済株式総数が当該時点における授権株式数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の⾏使を⾏うことはできない。 

 ⑤各本新株予約権の１個未満の⾏使を⾏うことはできない。 

（6）増加する資本⾦及び資本準備⾦に関する事項 

 ①本新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦の額は、会社計算規

則第17条第１項に従い算出される資本⾦等増加限度額の２分の１の⾦額とする。計算の結果

１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

 ②本新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本準備⾦の額は、上記①

記載の資本⾦等増加限度額から、上記①に定める増加する資本⾦の額を減じた額とする。 

（7）新株予約権の割当対象者及び数 

 当社取締役  ４名  4,900個 

 当社従業員  55名  2,800個 

 

9. 減損損失に関する注記 

 当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。 

場 所 用 途 種 類 
減 損 損 失 

（千円） 

東京都 店舗 建物及び構築物、その他 43,906 

埼玉県 店舗 建物及び構築物、その他 53,976 

⼤阪府 店舗 建物及び構築物、その他 12,614 

京都府 店舗 建物及び構築物、その他 3,257 

バンコク 店舗 建物及び構築物、その他 25,889 

合計 139,643 

当社グループは、独⽴したキャッシュ・フローを生成する最⼩単位として、店舗を基本単位と

してグルーピングをしております。 

当該店舗は、共通費負担後の営業損益で営業損失が継続しており、割引前将来キャッシュ・フ

ローの総額が帳簿価額を下回る店舗及び退店の意思決定をした店舗について、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少価額を減損損失（139,643千円）として計上しております。 
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その内訳は、建物及び構築物98,446千円、その他41,196千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は使⽤価値により測定しておりますが、将来キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため、零として評価しております。 

 



 
 

- 14 - 
 

10. 企業結合に関する注記 

（1）企業結合の概要 

 ①被取得企業の名称及び事業内容 

  被取得企業の名称    株式会社ピックアップジャパン 

  事業の内容          総合リユースショップの運営・質の運営 

 ②企業結合を⾏った主な理由 

  リユース事業の成⻑を図っていく上で、静岡県内で12店舗の直営店を展開し、⾼い知名度を

誇るピックアップジャパンは当社との親和性があり、事業シナジー（相乗効果）を発揮できる

と考え、同社の株式を取得することといたしました。 

 ③企業結合日 

  2020年12月31日（みなし取得日） 

 ④企業結合の法的形式 

  現⾦を対価とする株式取得 

 ⑤結合後企業の名称 

  変更ありません。 

 ⑥取得した議決権⽐率 

  100％ 

 ⑦取得企業を決定するに至った主な根拠 

  株式取得により、当社が議決権の100％を獲得したためであります。 

（2）連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間 

 2021年１月１日から2021年２月28日まで 

（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 

 取得の対価      現⾦      440,314千円 

 取得原価                  440,314千円 

（4）主要な取得関連費⽤の内容及び⾦額 

 外部アドバイザリーに対する報酬・⼿数料等  47,877千円 

（5）発生した負ののれんの⾦額、発生原因 

 ①発生した負ののれんの⾦額 

  30,658千円 

 ②発生原因 

  受け⼊れた資産及び負債の純額が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益と

して認識しております。 
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（6）企業結合日に受け⼊れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  流動資産   831,500千円 

  固定資産   487,786千円 

  資産合計  1,319,257千円 

  流動負債   413,614千円 

  固定負債   434,670千円 

  負債合計   848,284千円 

（7）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計

算書に及ぼす影響の概算額及びその算定⽅法 

  売上⾼    1,747,537千円 

  営業利益    60,465千円 

  経常利益    52,930千円 

（概算額の算定⽅法） 

 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上⾼及び損益情報と、取

得企業の連結損益計算書との差額を、影響の概算額としております。なお、当該注記は監査証明

を受けておりません。 
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株主資本等変動計算書 
          

          

(
2020 

2021 

年

年

３ 

２ 

月

月

１ 

28 

日

日

から 

まで 
) 

（単位︓千円） 
 

 

株    主    資    本 

資本⾦ 

資  本  剰  余  ⾦ 利 益 剰 余 ⾦ 

自己 

株式 

株 主 資 本 

合   計 資 本 

準 備 ⾦ 

そ の 他 

資 本 

剰 余 ⾦ 

資 本 

剰 余 ⾦ 

合  計 

そ の 他 

利益剰余⾦ 利益剰余⾦ 

合  計 繰 越 利 益 

剰 余 ⾦ 

当 期 首 残 ⾼ 521,183 456,183 ― 456,183 3,717,564 3,717,564 △241,113 4,453,818 

当 期 変 動 額         

剰 余 ⾦ の 配 当     △113,157 △113,157  △113,157 

当 期 純 利 益     96,448 96,448  96,448 

自己株式の取得       △76,619 △76,619 

株主資本以外の

項⽬の当期変動

額（純額） 

        

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― △16,709 △16,706 △76,619 △93,328 

当 期 末 残 ⾼ 521,183 456,183 ― 456,183 3,700,855 3,700,855 △317,732 4,360,489 

 

 
新 株 

予 約 権 

純 資 産 

合 計 

当 期 首 残 ⾼ 6,619 4,460,437 

当 期 変 動 額   

剰 余 ⾦ の 配 当  △113,157 

当 期 純 利 益  96,448 

自己株式の取得  △76,619 

株主資本以外の

項⽬の当期変動

額 （ 純 額 ） 

△6,619 △6,619 

当 期 変 動 額 合 計 △6,619 △99,948 

当 期 末 残 ⾼ ― 4,360,489 



 
 

- 17 - 
 

個別注記表 
 

1. 重要な会計⽅針に係る事項に関する注記 

（1）有価証券の評価基準及び評価⽅法 

⼦ 会 社 株 式………………… 移動平均法による原価法 

     その他有価証券 

市場価格のないもの ………………… 移動平均法による原価法 

 

（2）たな卸資産の評価基準及び評価⽅法 

商品（個別バーコード管理商品）……個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの⽅法） 

（上記以外の商品）………………移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの⽅

法） 

貯  蔵  品…………………………最終仕⼊原価法（収益性の低下による簿価切下げの⽅法） 

（3）固定資産の減価償却の⽅法 

有 形 固 定 資 産…………………………定率法 

 ただし、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除

く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については定額法。また、レンタル資産については定額法。な

お主な耐⽤年数は次のとおりであります。 

建物        ３ 〜27 年

構築物 10 〜20 年

工具、器具及び備品 ３ 〜８ 年

レンタル資産   ２ 年
 

無 形 固 定 資 産…………………………定額法 

 ソフトウェア（自社利⽤分）については、社内における利⽤可能

期間（５年以内）に基づく定額法によっております。 

（4）繰延資産の処理⽅法 

株 式 交 付 費…………………………⽀出時に全額費⽤処理しております。 

（5）引当⾦の計上基準 

貸 倒 引 当 ⾦…………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、⼀般債権は貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討し、

回収不能⾒込額を計上しております。 

賞 与 引 当 ⾦…………………………従業員に対する賞与⽀給に備えるため、⽀給⾒込額のうち当期の

負担額を計上しております。 

株主優待引当⾦…………………………株主優待制度に基づく費⽤の発生に備えるため、翌事業年度にお

いて発生すると⾒込まれる額を計上しております。 

ポイント引当⾦…………………………ポイントカードの使⽤による費⽤発生に備えるため、使⽤実績率
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に基づき将来において発生すると⾒込まれる額を計上しておりま

す。 

返品調整引当⾦…………………………将来発生する⾒込みの返品による費⽤発生に備えるため、返品実

績率に基づき翌事業年度において発生すると⾒込まれる額を計上

しております。 

（6）消費税等の会計処理 

   税抜⽅式を採⽤しております。 

  

2. 会計⽅針の変更 

該当事項はありません。 

 

3. 表示⽅法の変更 

該当事項はありません。 

  

4. 貸借対照表に関する注記 

（1）担保に供している資産 

建     物 18,780千円

土     地 141,555千円

   計 160,335千円

 当該資産に係る根抵当権の極度額は、140,000千円であります。 

（2）有形固定資産の減価償却累計額 1,944,795千円

（3）偶発債務に関する注記 

関係会社の⾦融機関からの借⼊⾦に対する保証 

株式会社カインドオル 647,479千円

株式会社ピックアップジャパン 553,612千円

（4）関係会社に対する⾦銭債権・⾦銭債務 

  ⾦銭債権  185,256千円  

  ⾦銭債務   13,369千円 

  

5. 損益計算書に関する注記 

（1）関係会社との取引 

  売上⾼         12,081千円  

  仕⼊⾼          6,301千円  

   営業取引以外の取引⾼  37,023千円  

（2）投資有価証券評価損 

 当社の資本業務提携先である株式会社STANDING OVATIONの株式の実質価額が著しく低下

したため減損処理を⾏い、45,523千円を投資有価証券評価損として特別損失に計上しました。 
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6. 株主資本等変動計算書に関する注記 

  当事業年度末における自己株式の種類及び総数 …………普通株式 386,131株

 

7. 税効果会計に関する注記 

   繰延税⾦資産及び繰延税⾦負債の発生の主な因別の内訳 

繰延税⾦資産 

 未払事業税 10,856千円

 未払事業所税 10,387千円

 賞与引当⾦ 73,562千円

 ポイント引当⾦ 11,126千円

 返品調整引当⾦ 5,763千円

 減損損失 119,570千円

 資産除去債務 148,360千円

 商品評価損 10,036千円

 その他 62,008千円

繰延税⾦資産⼩計 451,672千円

 評価性引当額 △198,352千円

繰延税⾦資産合計 253,319千円

繰延税⾦負債 

資産除去債務に対応する資産 △52,046千円

繰延税⾦負債合計 △52,046千円

繰延税⾦資産の純額 201,273千円
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8. 関連当事者に関する注記 

（1）⼦会社及び関連会社等 

（単位︓千円） 

種類 会社等の名称 
議決権等の所有 

(被所有)割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引⾦額 科目 期末残高 

⼦会社 
株式会社 

カインドオル 

所有 

 直接100.0％ 

債務保証 

役員の兼任 
債務保証 647,479   －   － 

⼦会社 

株式会社 

ピックアップ 

ジャパン 

所有 

 直接100.0％ 

債務保証 

役員の兼任 
債務保証 553,612   －   － 

⼦会社 

Treasure 

Factory 

(Thailand) 

Co.,Ltd. 

所有 

 直接49.9％ 

資⾦の貸付 

役員の兼任 

資⾦の貸付 

資⾦の返済 

13,720 

10,332 

その他 

流動資産 

関係会社 

⻑期貸付⾦ 

 

12,541 

 

165,897 

取引条件及び取引条件の決定⽅針等  

1.資⾦の貸付については、市場⾦利を勘案して決定しております。 

 なお、担保は受け⼊れておりません。 

2.債務保証については、銀⾏からの借⼊につき⾏ったものであり、期末残⾼を記載しております。 

 なお、保証料は受け⼊れておりません。 

 

（2）役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

  

9. １株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 388.89円

１株当たり当期純利益 8.53円

 

10. 重要な後発事象に関する注記 

連結計算書類の連結注記表「８．重要な後発事象に関する注記」に記載しているため、記載を

省略しております。 
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11. 減損損失に関する注記 

 当社は以下の資産について減損損失を計上しました。 

場 所 用 途 種 類 
減 損 損 失 

（千円） 

東京都 店舗 建物及び構築物、その他 43,111 

埼玉県 店舗 建物及び構築物、その他 53,976 

合計 97,087 

当社は、独⽴したキャッシュ・フローを生成する最⼩単位として、店舗を基本単位としてグル

ーピングをしております。 

当該店舗は、共通費負担後の営業損益で営業損失が継続しており、割引前将来キャッシュ・フ

ローの総額が帳簿価額を下回る店舗及び退店の意思決定をした店舗について、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少価額を減損損失（97,087千円）として計上しております。 

その内訳は、建物及び構築物72,138千円、その他24,948千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は使⽤価値により測定しておりますが、将来キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため、零として評価しております。 

 
 

（注） 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の数値は千円未満を切り捨てて表⽰して

おります。 

 


